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(57)【要約】
【課題】運転者からの視認性が悪化した状態においても
、有用な画像情報を表示して、運転の支援を行うことが
可能な車両用表示装置を提供する。
【解決手段】車両に搭載され、乗員に各種の画像情報を
表示する表示手段と、車両の現在位置を特定する位置特
定手段と、車両の走行方向を特定する走行方向特定手段
と、車両の走行時に該車両の乗員が視認することが可能
と予想される該車両の周囲の風景が撮影された車両周囲
画像を予め記憶する車両周囲画像記憶手段と、車両周囲
画像を表示手段に表示するための、予め定められた車両
周囲画像表示条件が成立したか否かを判定する車両周囲
画像表示条件判定手段と、車両周囲画像表示条件が成立
したと判定したときに、車両周囲画像記憶手段から車両
の現在位置および走行方向に対応した車両周囲画像を読
み出して、運転支援画像として表示手段に表示する表示
制御手段と、を備えることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載され、乗員に各種の画像情報を表示する表示手段と、
　前記車両の現在位置を特定する位置特定手段と、
　前記車両の走行方向を特定する走行方向特定手段と、
　前記車両の走行時に該車両の乗員が視認することが可能と予想される該車両の周囲の風
景が撮影された車両周囲画像を予め記憶する車両周囲画像記憶手段と、
　前記車両周囲画像を前記表示手段に表示するための、予め定められた車両周囲画像表示
条件が成立したか否かを判定する車両周囲画像表示条件判定手段と、
　前記車両周囲画像表示条件が成立したと判定したときに、前記車両周囲画像記憶手段か
ら前記車両の現在位置および走行方向に対応した車両周囲画像を読み出して、運転支援画
像として前記表示手段に表示する表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする車両用表示装置。
【請求項２】
　前記車両の外部から、前記車両周囲画像を取得する車両周囲画像取得手段を備え、
　前記車両周囲画像記憶手段は、取得した前記車両周囲画像を記憶する請求項１に記載の
車両用表示装置。
【請求項３】
　前記車両の周囲の状態を取得する車両周囲状態取得手段と、
　取得した前記車両周囲状態に基づいて、該車両の周囲が悪天候であるか否かを判定する
天候判定手段と、を備え、
　前記車両周囲画像表示条件判定手段は、前記天候判定手段が前記車両の周囲が悪天候で
あると判定したときに前記車両周囲画像表示条件が成立したと判定する請求項１または請
求項２に記載の車両用表示装置。
【請求項４】
　前記車両周囲状態取得手段は、前記車両の周囲の天候情報を取得する天候情報取得手段
を含み、
　前記天候判定手段は、取得した前記天候情報と前記車両の現在位置とに基づいて、該車
両の周囲が悪天候であるか否かを判定する請求項３に記載の車両用表示装置。
【請求項５】
　前記車両周囲状態取得手段は、前記車両のワイパの動作状態を検出するワイパ状態検出
手段を含み、
　前記天候判定手段は、前記ワイパの動作状態に基づいて、前記車両の周囲が悪天候であ
るか否かを判定する請求項３または請求項４に記載の車両用表示装置。
【請求項６】
　前記車両周囲状態取得手段は、前記車両の灯火の動作状態を検出する灯火状態検出手段
を含み、
　前記天候判定手段は、前記灯火の動作状態に基づいて、前記車両の周囲が悪天候である
か否かを判定する請求項３ないし請求項５のいずれか１項に記載の車両用表示装置。
【請求項７】
　前記車両周囲状態取得手段は、前記車両の走行方向前方の画像を撮影する撮影手段を含
み、
　前記天候判定手段は、撮影した前記車両の走行方向前方の画像に基づいて、前記車両の
周囲が悪天候であるか否かを判定する請求項３ないし請求項６のいずれか１項に記載の車
両用表示装置。
【請求項８】
　乗員が操作入力を行う操作入力手段と、
　前記乗員の操作入力を検出する操作入力検出手段と、を備え、
　前記車両周囲画像表示条件判定手段は、前記操作入力検出手段が前記乗員による予め定
められた操作を検出したときに前記車両周囲画像表示条件が成立したと判定する請求項１
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ないし請求項７のいずれか１項に記載の車両用表示装置。
【請求項９】
　電子地図データを記憶する地図データ記憶手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記車両周囲画像表示条件判定手段が前記車両周囲画像表示条件
が成立しないと判定したときに、前記表示手段に予め定められた範囲の電子地図データを
表示する請求項１ないし請求項８のいずれか１項に記載の車両用表示装置。
【請求項１０】
　前記表示手段としてヘッドアップディスプレイを用い、該ヘッドアップディスプレイに
より前記運転支援画像が虚像として前記車両の乗員に視認され、該運転支援画像を該車両
の前方の風景と重畳して表示する請求項１ないし請求項９のいずれか１項に記載の車両用
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両の運転に際し特に注意が必要な交差点やカーブ等の特定地域において、道路
側に設置されたカメラやセンサ等を有する路側設備から、当該特定地域の道路およびその
道路に存在する車両や歩行者等に関する詳細な情報を路車間通信を介して取得し、この取
得した情報に基づいて種々の運転支援情報を車載モニタに表示する予防安全システムの開
発が進められている。例えば、交差点等の特定地域において、道路側に設けられた路側カ
メラによる撮像画像のデータを路車間通信で取得し、この取得したデータに基づいて、表
示装置の表示画像をナビゲーション画像から路側カメラによる撮像画像に切り替えて表示
することで、車両の運転者の周辺状況に対する認識を支援する運転支援画像表示システム
が考案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　また、走行中の状況に応じて必要な情報を、安全かつ確実に車両の乗員に認識させるた
めに、ヘッドアップディスプレイを用いて、必要な情報を車両のフロントガラスに表示し
て、乗員が視認できるようにする車両用情報表示システムが考案されている（特許文献２
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－０２１２３４号公報
【特許文献２】特開２００５－１９９９９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の例では、例えば悪天候により、運転者からの視認性が悪化している場合に
関しては、路側カメラの画像も視認性が悪化しているため、運転者に対して有用な情報を
提供できないという問題がある。
【０００６】
　また、特許文献２の例においても、悪天候による運転者からの視認性が悪化したときの
、画像情報表示については、開示・示唆ともない。
【０００７】
　上記問題点を背景として、本発明の課題は、運転者からの視認性が悪化した状態におい
ても、有用な画像情報を表示して、運転の支援を行うことが可能な車両用表示装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
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【０００８】
　上記課題を解決するための車両用表示装置は、車両に搭載され、乗員に各種の画像情報
を表示する表示手段と、車両の現在位置を特定する位置特定手段と、車両の走行方向を特
定する走行方向特定手段と、車両の走行時に該車両の乗員が視認することが可能と予想さ
れる該車両の周囲の風景が撮影された車両周囲画像を予め記憶する車両周囲画像記憶手段
と、車両周囲画像を表示手段に表示するための、予め定められた車両周囲画像表示条件が
成立したか否かを判定する車両周囲画像表示条件判定手段と、車両周囲画像表示条件が成
立したと判定したときに、車両周囲画像記憶手段から車両の現在位置および走行方向に対
応した車両周囲画像を読み出して、運転支援画像として表示手段に表示する表示制御手段
と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　近年、例えばグーグル社のストリートビューのように、インターネット上で世界の各地
点の３Ｄ画像を見ることができるサービスも開始されている。この３Ｄ画像を入手できれ
ば、３Ｄの３６０°パノラマ画像を入手できる（ストリートビュー紹介サイト：ｈｔｔｐ
：／／ｗｗｗ．ｗｅｓｔｂｏｕｎｄｉ．ｃｏｍ／）。これらの３Ｄ画像は、予め車両等で
撮影したものを利用している。本発明では、このように事前に撮影された画像を取得して
表示する。
【００１０】
　好天時の運転であれば、運転者（乗員）は前方視界を確認できるので、一般的な状況で
はこのような運転支援画像は不要と思われる。車両を停止させて、行きたいポイントを探
す場合においては、通常のパソコン上での検索と差異がないので運転支援画像を用いる必
要性は低い。また、前方にトラック等の大型車が走行していた場合、さらにその前方の情
報を入手したいとの要求はあると考えるが、ストリートビューの場合は過去の画像のため
、このような場合には有用性は低いと思われる。しかし、霧や雨、雪といった悪天候時に
、「もし好天であった場合にどのように見えているのか」といった場合には有用である。
他にも、積雪により路側帯が不明な場合にも有用と考えられる。上記構成によって、例え
ば車両前方の視認性が悪化したときに、視認性の悪化を補って運転支援を行うことが可能
となる。
【００１１】
　また、本発明の車両用表示装置は、車両の外部から、車両周囲画像を取得する車両周囲
画像取得手段を備え、車両周囲画像記憶手段は、取得した車両周囲画像を記憶する。
【００１２】
　上記構成によって、車両用表示装置が現在走行中の地点・走行方向に対応した車両周囲
画像を記憶していない場合でも、外部から対応する車両周囲画像をできるので、運転支援
を行うことが可能となる。
【００１３】
　また、本発明の車両用表示装置は、車両の周囲の状態を取得する車両周囲状態取得手段
と、取得した車両周囲状態に基づいて、該車両の周囲が悪天候であるか否かを判定する天
候判定手段と、を備え、車両周囲画像表示条件判定手段は、天候判定手段が車両の周囲が
悪天候であると判定したときに車両周囲画像表示条件が成立したと判定する。
【００１４】
　上記構成によって、視認性が悪化する悪天候時に車両が走行しているときに、表示手段
に例えば好天候時に撮影しておいた車両周囲画像を取得・表示することで、視認性の悪化
を補って運転支援を行うことが可能となる。
【００１５】
　また、本発明の車両用表示装置における車両周囲状態取得手段は、車両の周囲の天候情
報を取得する天候情報取得手段を含み、天候判定手段は、取得した天候情報と車両の現在
位置とに基づいて、該車両の周囲が悪天候であるか否かを判定する。
【００１６】
　車両の周囲の天候情報は、例えばＴＶやラジオ等の放送局、インターネットから取得可
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能である。上記構成によって、車両の周囲が悪天候のときに、乗員の操作を必要とするこ
となく、運転支援を行うことが可能となる。
【００１７】
　また、本発明の車両用表示装置における車両周囲状態取得手段は、車両のワイパの動作
状態を検出するワイパ状態検出手段を含み、天候判定手段は、ワイパの動作状態に基づい
て、車両の周囲が悪天候であるか否かを判定する。
【００１８】
　雨天時においては、ワイパを作動させて前方の視界を確保する。上記構成によっても、
新たな機材を追加することなく、車両の周囲が悪天候であるか否かを判定することができ
る。
【００１９】
　また、本発明の車両用表示装置における車両周囲状態取得手段は、車両の灯火の動作状
態を検出する灯火状態検出手段を含み、天候判定手段は、灯火の動作状態に基づいて、車
両の周囲が悪天候であるか否かを判定する。
【００２０】
　上記構成によっても、新たな機材を追加することなく、車両の周囲が悪天候であるか否
かを判定することができる。
【００２１】
　また、本発明の車両用表示装置における前方状態検出手段は、車両の走行方向前方の画
像を撮影する撮影手段を含み、天候判定手段は、撮影した車両の走行方向前方の画像に基
づいて、車両の周囲が悪天候であるか否かを判定する。
【００２２】
　近年、前方を走行する車両に適切な車間距離を保ちつつ追従走行するシステムや、道路
上のレーンマーカを検出し車線に沿って走行することを支援する車線追従制御装置（レー
ンキープサポートシステムともいう）等が普及しつつある。これらのシステムでは、車両
の前方を撮影するための撮影手段を搭載している。上記構成によって、他のシステムの撮
影手段を用いることで、比較的低コストで車両の周囲が悪天候であるか否かを判定するこ
とができる。
【００２３】
　また、本発明の車両用表示装置は、乗員が操作入力を行う操作入力手段と、乗員の操作
入力を検出する操作入力検出手段と、を備え、車両周囲画像表示条件判定手段は、操作入
力検出手段が乗員による予め定められた操作を検出したときに車両周囲画像表示条件が成
立したと判定する。
【００２４】
　上記構成によって、車両の周囲の状況によらず、乗員の判断すなわち操作入力を優先し
て、運転支援画像を表示して運転支援を行うことが可能となる。
【００２５】
　また、本発明の車両用表示装置は、電子地図データを記憶する地図データ記憶手段を備
え、表示制御手段は、車両周囲画像表示条件判定手段が車両周囲画像表示条件が成立しな
いと判定したときに、表示手段に予め定められた範囲の電子地図データを表示する。
【００２６】
　表示手段に電子地図データを表示し、その地図上に車両の現在位置したり、目的地まで
の案内経路を探索・案内する車両用ナビゲーション装置が広く普及している。上記構成に
よって、車両用ナビゲーション装置に本発明の構成を組み込んで、表示手段その他のハー
ドウェアを共用することができ、装置コストの上昇を抑制することが可能となる。
【００２７】
　また、本発明の車両用表示装置は、表示手段としてヘッドアップディスプレイを用い、
該ヘッドアップディスプレイにより運転支援画像が虚像として車両の乗員に視認され、該
運転支援画像を該車両の前方の風景と重畳して表示する。
【００２８】
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　表示された情報を視認する際における運転者の視線の移動を低減するために、各種情報
が示された画像を車両のフロントガラスに反射させ、その画像が虚像として車両の乗員に
視認されるように表示する技術、いわゆるヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）が普及し
つつある。上記構成によって、運転者の視界を妨げることなく、必要な情報（運転支援画
像）を、安全かつ確実に運転者に視認させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】車両用表示装置のシステム構成図。
【図２】車両用ナビゲーション装置の構成を示すブロック図。
【図３】車両周囲画像の記憶例を示す図。
【図４】表示制御処理を説明するフロー図。
【図５】表示器における運転支援画像の表示例を示す図。
【図６】ヘッドアップディスプレイの構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の車両用表示装置について、車両用表示装置を車両用ナビゲーション装置
に適用した例を挙げて、図面を用いて説明する。図１に、車両用表示装置の構成図を示す
。本構成では、車両１１０に搭載された車両用ナビゲーション装置（以下、ナビゲーショ
ン装置と略称）１００と、車外のデータサーバ２００とを含んでいるが、データサーバ２
００を含まない構成としてもよい。そして、ナビゲーション装置１００に記憶されている
車両周囲画像を読み出す、あるいはデータサーバ２００から車両周囲画像を取得すること
で、ナビゲーション装置１００の表示器１０（詳細は後述）に運転支援画像を表示する。
【００３１】
　図２を用いて、ナビゲーション装置１００の構成について説明する。ナビゲーション装
置１００は、位置検出器１，地図データ入力器６，操作スイッチ群７，リモートコントロ
ール（以下リモコンと称する）センサ１１，音声案内などを行う音声合成回路２４，スピ
ーカ１５，メモリ９，表示器１０，送受信機１３，ハードディスク装置（ＨＤＤ）２１，
ＬＡＮ(Local　Area　Network)　Ｉ／Ｆ（インターフェース）２６，これらの接続された
制御回路８，リモコン端末１２等を備えている。
【００３２】
　位置検出器１は、周知の地磁気センサ２，車両１１０の回転角速度を検出するジャイロ
スコープ３，車両１１０の走行距離を検出する距離センサ４，およびＧＰＳ衛星からの電
波に基づいて車両１１０の位置を検出するＧＰＳ受信機５を有している。これらのセンサ
２，３，４，５は各々が性質の異なる誤差を持っているため、複数のセンサにより各々補
完しながら使用するように構成されている。なお、精度によっては前述したうちの一部の
センサで構成してもよく、さらに、ステアリングの回転センサ（図示せず）や各転動輪の
車輪センサ例えば車速センサ２３等を用いてもよい。なお、位置検出器１が本発明の位置
特定手段，走行方向特定手段に相当する。
【００３３】
　操作スイッチ群７は、例えば表示器１０と一体になった周知のタッチパネル２２もしく
はメカニカルなスイッチが用いられる。メカニカルスイッチの他に、マウスやカーソル等
のポインティングデバイスを用いてもよい。
【００３４】
　また、マイク３１および音声認識ユニット３０を用いて種々の指示を入力することも可
能である。これは、マイク３１から入力された音声信号を、音声認識ユニット３０におい
て周知の隠れマルコフモデル等の音声認識技術により処理を行い、その結果に応じた操作
コマンドに変換するものである。これら、本発明の操作入力手段に相当する、操作スイッ
チ群７，リモコン端末１２，タッチパネル２２，およびマイク３１により、種々の指示を
入力することが可能である。
【００３５】
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　制御回路８は通常のコンピュータとして構成されており、周知のＣＰＵ８１，ＲＯＭ８
２，ＲＡＭ８３，入出力回路であるＩ／Ｏ８４，Ａ／Ｄ変換部８６，描画部８７，時計Ｉ
Ｃ８８，画像処理部８９およびこれらの構成を接続するバスライン８５が備えられている
。ＣＰＵ８１は、ＨＤＤ２１に記憶されたナビプログラム２１ｐおよびデータにより制御
を行う。なお、制御回路８が本発明の位置特定手段，走行方向特定手段，車両周囲画像表
示条件判定手段，表示制御手段，車両周囲画像取得手段，天候判定手段，操作入力検出手
段に相当する。
【００３６】
　Ａ／Ｄ変換部８６は周知のＡ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換回路を含み、例えば位置
検出器１などから制御回路８に入力されるアナログデータをＣＰＵ８１で演算可能なデジ
タルデータに変換するものである。
【００３７】
　描画部８７は、ＨＤＤ２１等に記憶された道路地図データ２１ｍ（後述），表示用のデ
ータや表示色のデータから表示器１０に表示させるための表示画面データを生成する。
【００３８】
　時計ＩＣ８８はリアルタイムクロックＩＣとも呼ばれ、ＣＰＵ８１からの要求に応じて
時計・カレンダーのデータを送出あるいは設定するものである。ＣＰＵ８１は時計ＩＣ８
８から日時情報を取得する。なお、ＧＰＳ受信機５で受信したＧＰＳ信号に含まれる日時
情報を取得してもよい。また、ＣＰＵ８１に含まれるリアルタイムカウンタを基にして日
時情報を取得してもよい。
【００３９】
　画像処理部８９は、公知のパターン認識などの技術によってカメラ３４によって撮影さ
れた画像の解析を行う画像処理回路を含んで構成される。画像処理部８９では、例えば、
カメラ３４により撮影された画像信号に一般的な２値化処理を施すことにより、ピクセル
毎のデジタル多値画像データに変換する。そして、得られた多値画像データから、一般的
な画像処理手法を用いて所望の画像部分を抽出する。
【００４０】
　ＨＤＤ２１には、ナビプログラム２１ｐの他に位置検出の精度向上のためのいわゆるマ
ップマッチング用データ、道路の接続を表した道路データ（すなわち電子地図データ）を
含む道路地図データベースである道路地図データ２１ｍが記憶される。道路地図データ２
１ｍは、表示用となる所定の地図画像情報を記憶するとともに、リンク情報やノード情報
等を含む道路網情報を記憶する。リンク情報は、各道路を構成する所定の区間情報であっ
て、位置座標，距離，所要時間，幅員，車線数，制限速度等がリンク属性に含まれる。ま
た、ノード情報は、交差点（分岐路）等を規定する情報であって、位置座標，右左折車線
数，接続先道路リンク，距離コスト等から構成される。また、リンク間接続情報には、通
行の可不可を示すデータなどが設定されている。なお、道路地図データ２１ｍが本発明の
地図データ記憶手段に相当する。
【００４１】
　ＨＤＤ２１には経路案内の補助情報や娯楽情報、その他にユーザが独自にデータを書き
込むことができ、ユーザデータ２１ｕとして記憶される。また、ナビゲーション装置１０
０の動作に必要なデータや各種情報はデータベース２１ｄとしても記憶される。
【００４２】
　ナビプログラム２１ｐ，道路地図データ２１ｍ，ユーザデータ２１ｕ，およびデータベ
ース２１ｄは、地図データ入力器６を介して記憶媒体２０からそのデータの追加・更新を
行うことが可能である。記憶媒体２０は、そのデータ量からＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤを用い
るのが一般的であるが、例えばメモリカード等の他の媒体を用いてもよい。また、外部ネ
ットワークを介してデータをダウンロードする構成を用いてもよい。
【００４３】
　また、データベース２１ｄには、車両周囲画像が記憶されている。車両周囲画像は、記
憶媒体２０から、予めデータベース２１ｄに登録しておくことができる。また、データサ
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ーバ２００から取得して記憶することもできる（詳細は後述）。図３に、データベース２
１ｄにおける車両周囲画像の記憶例を示す。地点（上述のリンクを用いてもよい）毎に、
例えば好天候時の昼間に、その地点において走行中の車両１１０から乗員が視認すること
が可能と予想される車両１００の周囲の所定方向の風景を撮影し、撮影した画像画像を撮
影した地点とを関連付けて、車両周囲画像として記憶する。図３の例では、地点Ａにおい
ては、東，南，西，北の４方向の車両周囲画像が記憶されている。方向はさらに細かくし
てもよく、全周囲を撮影したものを車両周囲画像としてもよい。なお、データベース２１
ｄが本発明の車両周囲画像記憶手段に相当する。
【００４４】
　図２に戻り、メモリ９はＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Erasable　＆　Programmable　
Read　Only　Memory：電気的消去・プログラム可能・読出し専用メモリ）やフラッシュメ
モリ等の書き換え可能なデバイスによって構成され、ナビゲーション装置１００の動作に
必要な情報およびデータが記憶されている。なお、メモリ９は、ナビゲーション装置１０
０がオフ状態になっても記憶内容が保持されるようになっている。
【００４５】
　表示器１０は周知のカラー液晶表示器で構成され、ドット・マトリックスＬＣＤ（Liqu
id　Crystal　Display）およびＬＣＤ表示制御を行うための図示しないドライバ回路を含
んで構成されている。ドライバ回路は、例えば、周知のアクティブマトリックス駆動方式
が用いられ、制御回路８（描画部８７）から送られる表示指令および表示画面データに基
づいて表示を行う。また、表示器１０として有機ＥＬ（ElectroLuminescence：電界発光
）表示器，プラズマ表示器を用いてもよい。表示器１０は、例えば図１のように、車両１
１０のセンターコンソール付近に取り付けられる。なお、表示器１０が本発明の表示手段
に相当する。
【００４６】
　送受信機１３はデータサーバ２００との通信を行うためのものである。また、送受信機
１３が、例えば道路に沿って設けられた送信機（図示せず）から出力される光ビーコン、
または電波ビーコンによってＶＩＣＳ（Vehicle　Information　and　Communication　Sy
stem：道路交通情報通信システム，登録商標）センタ１４から道路交通情報を受信、ある
いはＦＭ多重放送を受信するための機能も備えていてもよい。なお、送受信機１３が本発
明の車両周囲画像取得手段，車両周囲状態取得手段，天候情報取得手段に相当する。
【００４７】
　スピーカ１５は周知の音声合成回路２４に接続され、ナビプログラム２１ｐの指令によ
ってメモリ９あるいはＨＤＤ２１に記憶されるデジタル音声データが音声合成回路２４に
おいてアナログ音声に変換されたものが送出される。
【００４８】
　車速センサ２３は周知のロータリエンコーダ等の回転検出部を含み、例えば車輪取り付
け部付近に設置されて車輪の回転を検出してパルス信号として制御回路８に送るものであ
る。制御回路８では、その車輪の回転数を車両１１０の速度に換算して、車両１１０の現
在位置から所定の場所までの予想到達時間を算出したり、車両１１０の走行区間毎の平均
車速を算出する。
【００４９】
　ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ２６は車内ＬＡＮ２７を介して他の車載機器やセンサとのデータの遣り
取りを行うためのインターフェース回路である。また、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ２６を介して車速
センサ２３等のセンサ・スイッチからのデータ取り込みを行ってもよい。
【００５０】
　このような構成を持つことにより、ナビゲーション装置１００は、制御回路８のＣＰＵ
８１によりナビプログラム２１ｐが起動されると、ユーザが操作スイッチ群７，タッチパ
ネル２２，リモコン端末１２の操作、あるいはマイク３１からの音声入力によって、表示
器１０上に表示されるメニュー（図示せず）から目的地経路を表示器１０に表示させるた
めの経路案内処理を選択した場合、次のような処理を実施する。
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【００５１】
　すなわち、まず、ユーザは目的地を探索する。目的地の探索方法は、例えば、地図上の
任意の地点を指定する方法，目的地の所在する地域から探索する方法，目的地の電話番号
から探索する方法，五十音表から目的地の名称を入力して探索する方法，あるいはユーザ
がよく利用する施設としてメモリ９に記憶されているものから探索する方法などがある。
目的地が設定されると、位置検出器１により車両の現在位置が求められ、現在位置を出発
地として目的地までの最適な案内経路を求める処理が行われる。そして、表示器１０の画
面上の道路地図に案内経路を重ねて表示し、ユーザに適切な経路を案内する。このような
自動的に最適な案内経路を設定する手法は、ダイクストラ法等の手法が知られている。ま
た、表示器１０およびスピーカ１５の少なくとも一方によって、操作時のガイダンスや動
作状態に応じたメッセージの報知を行う。
【００５２】
　ワイパスイッチ２５はワイパ（図示せず）の駆動指示を行うためのもので、例えばステ
アリングコラムからハンドル左脇に延設されたにレバースイッチとして取り付けられてい
る。ワイパスイッチ２５では、例えば、ＯＦＦ，ＩＮＴ（間欠動作），Ｌｏ（低速動作）
，Ｈｉ（高速動作）の４つの動作モードを選択することができ、その動作モードに応じて
ワイパ駆動装置（図示せず）がワイパの動作制御を行う。なお、ワイパスイッチ２５が本
発明の車両周囲状態取得手段，ワイパ状態検出手段に相当する。
【００５３】
　ライトスイッチ３３は、例えば、ステアリングコラムからハンドル右脇に延設されたレ
バースイッチの先端に取り付けられたロータリスイッチであり、オフ（消灯）、テール（
テールランプ点灯）、ヘッド（ヘッドランプ点灯）、オート（車両１１０の周囲の明暗を
検出してテールランプおよびヘッドランプを自動点灯または自動消灯）の４ポジションで
切り替え可能となっている。なお、ライトスイッチ３３が本発明の車両周囲状態取得手段
，灯火状態検出手段に相当する。
【００５４】
　カメラ３４は、周知のＣＣＤカメラ等により構成され、少なくとも車両１１０の走行方
向前方を撮影可能なように取り付けられている。なお、カメラ３４が本発明の車両周囲状
態取得手段，前方状態検出手段，撮影手段に相当する。
【００５５】
　図１に戻り、データサーバ２００は、周知のＣＰＵを含む制御回路，ＨＤＤおよび周辺
回路等を含むサーバ本体２０１，ディスプレイ２０２，キーボード２０３等の入力手段，
ナビゲーション装置１００との通信を行う通信装置２０４，データベース２１ｄと同様の
構成で車両周囲画像を記憶するデータベース２０５とを含んで構成される。
【００５６】
　データサーバ２００は、車両が道路を走行した際に、その車両の走行時に該車両の乗員
が視認することが可能と予想される該車両の周囲の風景を撮影し、撮影した画像画像を撮
影した地点とを関連付けて、車両周囲画像としてデータベース２０５に記憶する。
【００５７】
　図４を用いて、ナビゲーション装置１００における表示制御処理について説明する。な
お、本処理はナビプログラム２１ｐに含まれ、ナビプログラム２１ｐの他の処理とともに
繰り返し実行される。まず、車両周囲画像表示条件が成立したか否かを判定する。
【００５８】
　上記判定のうち、天候判定に必要な情報（天候情報）を取得して、車両１１０の周囲が
悪天候か否かを判定する（Ｓ１１）。天候判定では、以下のうち、１つあるいは複数の組
合せを用いて判定を行う。
・ワイパスイッチ２５の状態を天候情報として取得し、ワイパスイッチ２５が動作中であ
る（ＯＦＦでない）ときに、悪天候であると判定する。
・ライトスイッチ３３の状態を天候情報として取得し、ライトスイッチ３３がＯＦＦ動作
中でなくライトが点灯中であるときに、悪天候であると判定する。このとき、時計ＩＣ８
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８等から日時情報を取得して、昼間／夜間の判定を行い、昼間にライトが点灯中であると
きに、悪天候であると判定するようにしてもよい。
・カメラ３４で撮影した画像を画像処理部８９で画像処理し、データベース２１ｄ等に予
め記憶されている雨天等の悪天候時の基準データと比較して、双方の類似度が予め定めら
れた割合を上回るときに、悪天候であると判定する。
・ＶＩＣＳセンタ１４から交通情報を取得し、その交通情報に含まれる天候情報を抽出し
、車両１１０の走行中の地域が雨天等であれば（すなわち晴天でないとき）、悪天候であ
ると判定する。
【００５９】
　上述の他に、フォグランプが点灯しているか否かを判定し、フォグランプが点灯してい
るときを悪天候であると判定してもよい。また、日時情報を取得して夜間であるか否かを
判定し、夜間を悪天候であると判定してもよい。また、車両の周囲の明るさ（照度）を検
出する周知の照度センサを用い、照度が予め定められた値を下回るときに悪天候であると
判定してもよい。
【００６０】
　車両１１０の周囲が悪天候であると判定されたとき（Ｓ１２：Ｙｅｓ）、ステップＳ１
３へ進む（後述）。一方、車両１１０の周囲が悪天候でないと判定されたとき（Ｓ１２：
Ｎｏ）、操作スイッチ群７，リモコン端末１２，タッチパネル２２，およびマイク３１に
より入力された乗員の操作（スイッチ操作情報）を取得する（Ｓ１８）。そして、スイッ
チ操作情報に車両周囲画像（すなわち運転支援画像）の表示を要求する旨の内容が含まれ
ているとき（Ｓ１９：Ｙｅｓ）、ステップＳ１３へ進む（後述）。
【００６１】
　一方、スイッチ操作情報に車両周囲画像の表示を要求する旨の内容が含まれていないと
き（Ｓ１９：Ｎｏ）、表示器１０の表示内容を変更せず、例えば表示器１０に車両１１０
の現在位置を含む地図情報を表示する（Ｓ２２）。
【００６２】
　ステップＳ１３では、位置検出器１から車両１１０の現在位置情報を取得し、地図デー
タ２１ｍとに基づいて車両１１０の現在位置を特定する。そして、ジャイロスコープ３の
状態あるいは車両１１０の走行履歴（すなわち現在位置の変化）から、車両１１０の走行
方向を特定する（Ｓ１４）。
【００６３】
　そして、データベース２１ｄを検索し、特定した車両１１０の走行方向に対応する車両
周囲画像が記憶されているかを判定する（Ｓ１５）。データベース２１ｄに該当する車両
周囲画像が記憶されていないとき（Ｓ１６：Ｎｏ）、データサーバ２００から車両周囲画
像を取得する（Ｓ２０）。すなわち、データサーバ２００に、車両１１０の現在位置情報
を含む車両周囲画像要求信号を送信する。データサーバ２００は、車両周囲画像要求信号
を受信すると、車両１１０の現在位置情報に基づいてデータベース２０５を検索し、車両
１１０の現在位置に対応する車両周囲画像をナビゲーション装置１００に送信する。デー
タサーバ２００から取得した車両周囲画像は、データベース２１ｄに現在位置と関連付け
て記憶する（Ｓ２１）。車両１１０の現在位置の走行方向に対応する車両周囲画像のみを
取得してもよい。
【００６４】
　データベース２１ｄに該当する車両周囲画像が記憶されているき（Ｓ１６：Ｙｅｓ）、
あるいはステップＳ２１でデータサーバ２００から車両周囲画像を取得した後、特定した
車両１１０の走行方向に対応する車両周囲画像を運転支援画像として表示器１０に表示す
る（Ｓ１７）。
【００６５】
　図５に、表示器１０における運転支援画像の表示例を示す。まず、図５（ａ），図５（
ｂ）に、図４のステップＳ２２で実行される地図情報表示の例で、ナビゲーション装置１
００の通常動作時の表示例を示す。図５（ａ）では、乗員の操作によって例えば車両１１
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０の現在位置周辺等の所望の範囲の地図が表示され、図５（ｂ）では、地図上に乗員の操
作によって設定された案内経路が表示されている。
【００６６】
　図５（ｃ），図５（ｄ），図５（ｅ）に、図４のステップＳ１７で実行される、好天時
において車両前方に見ることが可能であると予測される風景の画像を運転支援画像として
表示する例を示す。図５（ｃ）では、運転支援画像とともに、画面右下に地図も表示して
いるが、地図の表示位置や、運転支援画像と地図の表示領域の大きさの比率には、特に制
約はない。また、運転支援画像のみを表示してもよい。
【００６７】
　図５（ｄ）では、図５（ｃ）の表示内容に加えて、運転支援画像に標識が重畳表示され
ている。これは、前方の交差点に一時停止線があるためであるが、地図データ２１ｍには
、交差点情報として交差点の位置，信号機の有無，いずれが優先道路か，一時停止線の有
無，標識設置場所等の情報も記憶されている。よって、ナビプログラム２１ｐの処理にお
いて、車両１１０が一時停止線のある交差点に接近していると判断したとき、その旨（標
識画像）を地図上ではなく運転支援画像に重畳して表示する。
【００６８】
　図５（ｅ）では、図５（ｃ）の表示内容に加えて、運転支援画像に経路案内情報（左折
の矢印）が重畳表示されている。一般的な経路案内では地図上に経路案内情報が表示され
るが、運転支援画像が表示されているときには、経路案内情報を地図上ではなく運転支援
画像に重畳して表示する。
【００６９】
　図５の表示は乗員の操作スイッチ群７等の操作により、切替可能となっている。また、
乗員が図５（ａ）～（ｅ）のうちからいずれか１つを選択し、デフォルト表示画面として
設定可能な構成としてもよい。
【００７０】
　上述の例では、車両１１０のセンターコンソールに取り付けられた表示器１０を用いて
いるが、この表示器１０の代わりにヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）を用いて運転支
援画像を表示してもよい。
【００７１】
　図６に、ＨＵＤ３５の構成を示す。ＨＵＤ３５（ウインドシールドディスプレイともい
う）は、表示コントローラ等の周辺回路（図示せず）を含み、制御回路８に接続され、制
御回路８からの表示指令に基づいて車両１１０のウインドシールド１１１に運転支援画像
を表示する。
【００７２】
　ＨＵＤ３５は、インストルメントパネル３６の内部に組み付けられていて、運転支援画
像等の画像を映し出す液晶パネル３５ａと、その液晶パネル３５ａに光を照射するバック
ライト３５ｂとを備えている。バックライト３５ｂから照射された光は、液晶パネル３５
ａを透過してウインドシールド１１１に入射し、運転席に着座したドライバＤＲの目に向
けて反射される。これにより、ウインドシールド１１１に投影された運転支援画像が虚像
ＶＤとしてドライバＤＲの目に捉えられる。また、虚像ＶＤは、無限遠の点に結像するよ
うにウインドシールド１１１に投影される。これにより、運転支援画像を車両１１０の前
方の風景と重畳して表示することが可能となる。なお、透過型の液晶パネル３５ａを用い
たＨＵＤ１５に代えて、例えば反射型の液晶パネルを用いたＨＵＤを使用してもよい。
【００７３】
　ウインドシールド１１１に投影される運転支援画像すなわち虚像ＶＤの領域は、運転に
支障のない、例えばウインドシールド１１１の上部のような予め定められた領域とされる
。乗員の操作スイッチ群７等の操作により、表示領域の位置や大きさを変更可能としても
よい。
【００７４】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、これらはあくまで例示にすぎず、本発明はこ
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れらに限定されるものではなく、特許請求の範囲の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当業
者の知識に基づく種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００７５】
　　　１　　位置検出器（位置特定手段，走行方向特定手段）
　　　７　　操作スイッチ群（操作入力手段）
　　　８　　制御回路（車両周囲画像記憶手段，車両周囲画像表示条件判定手段，表示制
御手段，車両周囲画像取得手段，天候判定手段）
　　１０　　表示器（表示手段）
　　１２　　リモコン端末（操作入力手段）
　　１３　　送受信機（車両周囲画像取得手段）
　　２１ｄ　データベース（車両周囲画像記憶手段）
　　２１ｍ　道路地図データ（地図データ記憶手段）
　　２２　　タッチパネル（操作入力手段）
　　２５　　ワイパスイッチ（車両周囲状態取得手段，ワイパ状態検出手段）
　　３１　　マイク（操作入力手段）
　　３３　　ライトスイッチ（車両周囲状態取得手段，灯火状態検出手段）
　　３４　　カメラ（車両周囲状態取得手段，撮影手段）
　　３５　　ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ：表示手段）
　１００　　ナビゲーション装置
　１１０　　車両
　２００　　データサーバ
　２０５　　データベース

【図１】 【図２】
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【図６】
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